
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～懸賞金に関する注意事項～（詳細については、情報提供先に御連絡ください） 

【支払方法】懸賞金は、事件の解決等に結びつく情報を提供した方に対し、その寄与の度合いに応じて、小林孝一

さん、小林揚子さん被害の殺人事件の捜査に協力する会から上限額の範囲内で支払います。情報提供者

が複数ある場合は、その度合いに応じて、上限額の範囲内で分割して支払います。 

       協力していただいた方のお名前等は公表いたしませんので、住所、氏名をお知らせください（匿名の

方にはお支払いいたしません。）。警察職員や被疑者本人、共犯者及び情報入手過程に犯罪行為等を行っ

た者にも支払いません。 

【応募期間】令和３年１月 15日から令和６年１月 14日まで（期間を延長又は短縮する場合があります。） 

※期間更新 令和６年１月 15日から令和９年１月 14日まで 

【実 施 者】小林孝一さん、小林揚子さん被害の殺人事件の捜査に協力する会 

 

情情情報報報提提提供供供をお願いします 

茨城県つくば市東平塚地内における 

高齢夫婦被害 殺人事件 

平成 29 年 12 月 30 日から平成 30 年１月１日にかけて、茨城県つくば市東
平塚地内の民家で高齢夫婦が殺害される殺人事件が発生しました。 

現場近くを通行した方や、普段見かけない人や車を見た方など、お気付き

のことがあれば、下記情報提供先までご連絡下さい。 

懸懸懸賞賞賞金金金   

111００００００万万万円円円   

情報提供先 茨城県つくば警察署 捜査本部 
フリーダイヤル      0120-144-559 
つくば警察署        029-851-0110 
捜査第一課        029-301-0110 
メールによる情報提供 keikeisou@pref.ibaraki.lg.jp 

事件概要 

つくば市 


